
報告第５号 

瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示に

ついて 

瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示案につい

て、瑞穂市教育委員会へ報告する。 

平成３０年５月３１日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 補助限度額を、平成３０年度の国の基準に基づき市告示の改正を行うもの。 
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瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成22年瑞穂市告示第145号）新旧対照表

改正後（案） 現行

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

区分 補助限度額（年額）

第1子 第2子 第3子以降
生活保護法の規定による保

護を受けている世帯

円 円 円

308,000 308,000 308,000
当該年度に納付すべき市区

町村民税が非課税の世帯及

び当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割が非課

税の世帯

272,000 308,000 308,000

当該年度に納付すべき市区

町村民税が非課税の世帯及

び当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割が非課

税の世帯（ひとり親世帯等）

308,000 308,000 308,000

当該年度に納付すべき市区

町村民税の所得割課税額が

77,100円以下の世帯

187,200 247,000 308,000

当該年度に納付すべき市区

町村民税の所得割課税額が

272,000 308,000 308,000

区分 補助限度額（年額）

第1子 第2子 第3子以降
生活保護法の規定による保

護を受けている世帯

円 円 円

308,000 308,000 308,000
当該年度に納付すべき市区

町村民税が非課税の世帯及

び当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割が非課

税の世帯

272,000 308,000 308,000

当該年度に納付すべき市区

町村民税が非課税の世帯及

び当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割が非課

税の世帯（ひとり親世帯等）

308,000 308,000 308,000

当該年度に納付すべき市区

町村民税の所得割課税額が

77,100円以下の世帯

139,200 223,000 308,000

当該年度に納付すべき市区

町村民税の所得割課税額が

272,000 308,000 308,000
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77,100円以下の世帯（ひと
り親世帯等）

当該年度に納付すべき市区

町村民税の所得割課税額が

211,200円以下の世帯

62,200 185,000 308,000

上記区分以外の世帯 ― 154,000 308,000
備考

(1) この表の納付すべき市区町村民税の所得割課税額とは、次の規定は
適用しないものとする。

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の7及び第314条の8に
規定する控除

イ 地方税法附則第5条の4に規定する控除
(2) ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が
次に該当する世帯をいう。

ア 生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第2項に規定する要保護
者（以下「要保護者」という。）

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）による配
偶者のいない者で現に児童を扶養している者

ウ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第4項の規定に
より身体障害者手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。）

エ 療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）の規定
により療育手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。）

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123

77,100円以下の世帯（ひと
り親世帯等）

当該年度に納付すべき市区

町村民税の所得割課税額が

211,200円以下の世帯

62,200 185,000 308,000

上記区分以外の世帯 ― 154,000 308,000
備考

(1) この表の納付すべき市区町村民税の所得割課税額とは、次の規定は
適用しないものとする。

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の7及び第314条の8に
規定する控除

イ 地方税法附則第5条の4に規定する控除
(2) ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が
次に該当する世帯をいう。

ア 生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第2項に規定する要保護
者（以下「要保護者」という。）

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）による配
偶者のいない者で現に児童を扶養している者

ウ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第4項の規定に
より身体障害者手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。）

エ 療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）の規定
により療育手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。）

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123
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号）第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
た者（在宅の者に限る。）

カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）
に定める特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅の者に限る）

キ 国民年金法（昭和34年法律第141号）に定める国民年金の障害基礎
年金の受給者その他適当な者（在宅の者に限る。）

ク その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(3) 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算す
る。

(4) 途中入園等により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合
の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。

補助限度額×（保育料の支払い月数＋3）÷15（100円未満を四捨五
入）

(5) 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とす
る。

(6) 同一世帯において、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒
障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在

籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家

庭的保育事業等による保育を受ける小学校就学前子ども、児童発達支援

若しくは医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校

第1学年から第3学年までに在学する子どもが2人以上いる場合の補助
限度額は、この表を適用する児童が第2子の場合はこの表の第2子の欄
に定める金額、第3子以降の場合は第3子以降の欄に定める金額とする。

号）第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
た者（在宅の者に限る。）

カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）
に定める特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅の者に限る）

キ 国民年金法（昭和34年法律第141号）に定める国民年金の障害基礎
年金の受給者その他適当な者（在宅の者に限る。）

ク その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(3) 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算す
る。

(4) 途中入園等により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合
の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。

補助限度額×（保育料の支払い月数＋3）÷15（100円未満を四捨五
入）

(5) 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とす
る。

(6) 同一世帯において、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒
障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在

籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家

庭的保育事業等による保育を受ける小学校就学前子ども、児童発達支援

若しくは医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校

第1学年から第3学年までに在学する子どもが2人以上いる場合の補助
限度額は、この表を適用する児童が第2子の場合はこの表の第2子の欄
に定める金額、第3子以降の場合は第3子以降の欄に定める金額とする。
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(7) (6)の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課税額が77,101円未
満の世帯（ひとり親世帯等を除く。）において、生計を一にする補助限

度額基準者（保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保

護者又はその配偶者の直系卑属（保護者に監護される者及び保護者に監

護されていた者を除く。）をいう。以下同じ。）が2人以上いる場合の
補助限度額は、この表を適用する児童が第2子の場合はこの表の第2子
の欄に定める金額、第3子以降の場合は第3子以降の欄に定める金額と
する。

(8) (6)及び(7)の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課税額が77,1
01円未満のひとり親世帯等において、生計を一にする補助限度額基準
者が2人以上いる場合の補助限度額は、この表を適用する児童が第2子
の場合はこの表の第2子の欄に定める金額、第3子以降の場合は第3子以
降の欄に定める金額とする。

(7) (6)の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課税額が77,101円未
満の世帯（ひとり親世帯等を除く。）において、生計を一にする補助限

度額基準者（保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保

護者又はその配偶者の直系卑属（保護者に監護される者及び保護者に監

護されていた者を除く。）をいう。以下同じ。）が2人以上いる場合の
補助限度額は、この表を適用する児童が第2子の場合はこの表の第2子
の欄に定める金額、第3子以降の場合は第3子以降の欄に定める金額と
する。

(8) (6)及び(7)の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課税額が77,1
01円未満のひとり親世帯等において、生計を一にする補助限度額基準
者が2人以上いる場合の補助限度額は、この表を適用する児童が第2子
の場合はこの表の第2子の欄に定める金額、第3子以降の場合は第3子以
降の欄に定める金額とする。





報告第６号

   瑞穂市補助職員の雇用、労働条件等に関する要綱の一部を改正する告示

について

 瑞穂市補助職員の雇用、労働条件等に関する要綱の一部を改正する告示を別

紙のとおり瑞穂市教育委員会定例会に報告する。

  平成３０年５月３１日提出

                      瑞穂市長 棚 橋 敏 明 

   提案理由

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

（平成３０年厚生労働省令第４６号）の施行に伴い、放課後児童支援員の基礎

資格が拡大されたこともあり、併せて放課後児童支援員の補助についても資格

要件について緩和するもの。



   瑞穂市補助職員の雇用、労働条件等に関する要綱の一部を改正する告示

 瑞穂市補助職員の雇用、労働条件等に関する要綱（平成２１年瑞穂市告示第

２９号）の一部を次のように改正する。

 別表第３市内各施設での子育て支援事業の補助的な業務の項を次のように改

める。

市内各施設での子育て支援事

業の補助的な業務

915円岐阜県子育てマイスター認定者

又は子育て支援員認定者

870円保育、福祉若しくは教育について

専攻している18歳以上の学生

（高校生を除く。）又は子育て経

験者

   附 則

 この告示は、公表の日から施行する。



瑞穂市告示第１０４号

 瑞穂市補助職員の雇用、労働条件等に関する要綱の一部を改正する告示を次

のように定める。

  平成３０年５月１７日

                   瑞穂市長 棚 橋 敏 明    





承認第５号 

瑞穂市教育支援センター運営委員の委嘱についての専決処分について 

瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）

第３条第１項の規定により、瑞穂市教育支援センター運営委員に別紙の者を委

嘱したので、同条第２項の規定により報告し、瑞穂市教育委員会の承認を求め

る。 

平成３０年５月３１日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 瑞穂市教育支援センター条例（平成２１年瑞穂市条例第１６号）第５条第２

項の規定により、瑞穂市教育支援センター運営委員を委嘱するもの。 



氏　　　名 住　　　所 任期 備考（該当条項）

伊藤　清美

三田村　康宏

藤田　佳正

奥村　怜

後藤　信義

益子　典文

黒田　隆吉

上水流　弘美

田口　めぐみ

木﨑　博文

栗本　和宏

平成30年度　瑞穂市教育支援センター運営委員名簿

1 H30.4.1～H31.3.31 第１号　瑞穂市立小中学校長を代表する者

2 H30.4.1～H31.3.31 第２号　瑞穂市立ほづみ幼稚園長

3 H30.4.1～H31.3.31 第３号　瑞穂市立小中学校の保護者を代表する者

4 H30.4.1～H31.3.31 第５号　識見を有する者

5 H30.4.1～H31.3.31 第５号　識見を有する者

6 H30.4.1～H31.3.31 第５号　識見を有する者

7 H30.4.1～H31.3.31 第５号　識見を有する者

8 H30.4.1～H31.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者

9 H30.4.1～H31.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者

10 H30.4.1～H31.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者

11 H30.4.1～H31.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者



議案第２６号 

瑞穂市給食センター運営委員の委嘱について 

瑞穂市給食センター運営委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市教育委員

会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第１１号の

規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。 

平成３０年５月３１日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 瑞穂市給食センター条例（平成１９年瑞穂市条例第１４号）第８条の規定に

より、瑞穂市給食センター運営委員を委嘱するもの。 



瑞穂市給食センター運営委員会委員名簿

氏　　名 職　　名 任　　期

第2号 小中学校長の代表 棚橋　　剛 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第3号 ほづみ幼稚園長 三田村　康宏 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第4号
小中学校の保護者を代表
する者

藤田　佳正 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第4号
小中学校の保護者を代表
する者

安藤　竜也 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第4号
小中学校の保護者を代表
する者

宮川　綾子 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第5号
幼稚園の保護者を代表す
る者

森川　久美子 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第6号 識見を有する者 棚瀬　文子 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第6号 識見を有する者 細野　あかり Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第6号 識見を有する者 後藤　早穂 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第6号 識見を有する者 問山　　光 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第6号 識見を有する者 栗本　桜子 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第6号 識見を有する者 村上　直江 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第6号 識見を有する者 小林　佳子 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

第6号 識見を有する者 加納　和嘉子 Ｈ３０．４．１　～　Ｈ３１．３．３１

該当条項



議案第２７号

   平成３１年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項について

 平成３１年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項（案）を別紙のとおり定め

ることについて瑞穂市立幼稚園管理規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第

１３号）第３条の規定により瑞穂市教育委員会の議決を求める。

  平成３０年５月３１日提出

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明 

   提案理由

 瑞穂市立幼稚園管理規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第１３号）第３

条の規定により、募集要項を定め瑞穂市教育委員会告示をするため。



平成３１年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項（案）

１ 募集園児数 ５歳児 １９名（定員１０５名－今年度年中在園児数）

        ４歳児 １４名（定員 ９９名－今年度年少在園児数）

        ３歳児 ８８名

２ 資  格  ５歳児 市内に在住する平成２５年４月２日から平成２６年

４月１日生まれの幼児

        ４歳児 市内に在住する平成２６年４月２日から平成２７年

４月１日生まれの幼児

３歳児 市内に在住する平成２７年４月２日から平成２８年

４月１日生まれの幼児

３ 就園期間  ５歳児 平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

の１年間

        ４歳児 平成３１年４月１日から平成３３年３月３１日まで

の２年間

３歳児 平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで

の３年間

４ 説明会日時 平成３０年７月２７日（金）午前９時２０分から

５ 説明会会場 ほづみ幼稚園

６ 受付期間  平成３０年７月２７日（金）から平成３０年８月３日（金）

まで

７ 抽選会   各年次毎の募集園児数を超えた場合、平成３０年８月２４日

（金）午前９時００分から抽選会を実施する。（前記１の募集

園児数を超えた場合は、後日、該当年次児の保護者の方全員

に文書にて発送させていただきます。）

８ 保育料等  保育料     ※別紙のとおり 

        給食費     月額 ３，７１０円

        交通安全協力費 月額   ５６０円



別 紙

幼稚園保育料徴収額表

入所児童の属する世帯の階層区分 世帯区分
保育料 

(月額 )
多子軽減

対象者

生活保護法 (昭和25年法律第144号 )に
よる被保護世帯 (単給世帯を含む。 )及
び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律 (平成6年法律第30号 )による
支援給付受給世帯

円

被保護者等

世帯
0

※年齢上限 

なし

当該年度分（4月から8月までにあって
は前年度分。以下同じ。）の市町村民

税非課税世帯、又は市町村民税均等割

額のみが課税されている世帯

ひとり親世帯、

在宅障害児 (者 )
がいる世帯等

0

一般世帯 1,200

当該年度分の市町村民税課税世帯所

得割額77,100円以下の世帯

ひとり親世帯、

在宅障害児 (者 )
がいる世帯等

1,200

一般世帯 4,700

当該年度分の市町村民税課税世帯所

得割額77,101円以上96,999円以下
全世帯 9,500 満１８歳まで

当該年度分の市町村民税課税世帯所

得割額97,000円以上211,200円以下
全世帯 9,500

小学校３年生

まで当該年度分の市町村民税課税世帯 

所得割 211,201 円以上 全世帯 12,500



議案第２８号

瑞穂市文化財保護審議会委員の委嘱について

瑞穂市文化財保護審議会委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市教育委員

会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第１１号の

規定により、教育委員会の議決を求める。

  平成３０年５月３１日提出

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明 

提案理由

 瑞穂市文化財保護条例（平成１５年瑞穂市条例第６６号）第２９条第３項の

規定により、瑞穂市文化財保護審議会委員を委嘱するもの。



氏　　名 住　　　所 年数 任期 備考

1 後藤
ご と う

　信義
のぶよし

0 H30.6.1～H31.3.31

瑞穂市文化財保護審議会委員名簿



意見聴取 

   平成３０年度瑞穂市一般会計補正予算（第１号）について 

 平成３０年度瑞穂市一般会計補正予算（第１号）について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定によ

り、瑞穂市教育委員会の意見を求める。 

  平成３０年５月３１日提出 

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由 

 平成３０年第２回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会

の意見を求めるもの。 































意見聴取

   瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号）第２９条の規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求める。 

  平成３０年５月３１日提出

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明 

   提案理由 

 平成３０年第２回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会

の意見を求めるもの。 



議案第●●号

   瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案を別紙のとおり提出する。 

  平成３０年６月７日提出

                      瑞穂市長 棚 橋 敏 明 

   提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成

３０年厚生労働省令第６５号）の施行に伴い、家庭的保育事業等の代替保育に

係る連携施設の基準を変更するため、市条例の改正を行うもの。 



   瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例

 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年瑞穂市条例第２２号）の一部を次のように改正する。

 第６条第２号中「いう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、同条

に次の２項を加える。

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを

満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないことができる。

（１）家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。

（２）次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。

（１）当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次

号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代

替保育が提供される場合 第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型若しく

は小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。）

（２）事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案

して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者

 第１６条第２項に次の１号を加える。

（４）保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者の

  うち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、

  栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼

児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギ

  ー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の内容、

  回数及び時機に適切に応じることができる者として市が適当と認めるもの



（家庭的保育事業者が第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所（第

２３条第２項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。附則第２条第２項に

おいて同じ。）において家庭的保育事業を行う場合に限る。）

 附則第２条中「者」の次に「（次項において「施設等」という。）」を加え、

同条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業（第２２条に規定す

 る家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。）の認可を得

た施設等については、施行日から起算して１０年を経過する日までの間は、

第１５条、第２２条第４号（調理設備に係る部分に限る。）及び第２３条第

 １項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定は、適用しないことができる。

 この場合において、当該施設等は、第３条第１項に規定する利用乳幼児への

食事の提供を同項に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法（第１０

条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねてい

る他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。）により行

うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。
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瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年瑞穂市条例第22号）新旧対照表

改正後（案） 現行

（保育所等との連携） （保育所等との連携）

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居

宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第14条第１項及び第２項、第15条第１項、第２項及び第５項、第16条
並びに第17条第１項から第３項まで並びに附則第３条において同じ。）
は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保

育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必

要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定す
る法律に定める学校において行われる教育をいう。第３号において同

じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連

携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）
第７条第４項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する

幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園を

いう。）（以下これらを「連携施設」という。）を適切に確保しなけ

ればならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市が認

めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第1
6条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等について
は、この限りでない。

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居

宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第14条第１項及び第２項、第15条第１項、第２項及び第５項、第16条
並びに第17条第１項から第３項まで並びに附則第３条において同じ。）
は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保

育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必

要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定す
る法律に定める学校において行われる教育をいう。第３号において同

じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連

携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）
第７条第４項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する

幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園を

いう。）（以下これらを「連携施設」という。）を適切に確保しなけ

ればならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市が認

めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第1
6条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等について
は、この限りでない。

(1) 略 (1) 略

(2) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休 (2) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休

資
料
 
●
-
1
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暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育

事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同

じ。）を提供すること。

暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育

事業者等に代わって提供する保育をいう

。）を提供すること。

(3) 略 (3) 略

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる

要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しない

ことができる。

(1) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれ
の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

(2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ
うにするための措置が講じられていること。

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならな

い。

(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業
所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業

所において代替保育が提供される場合 第27条に規定する小規模保
育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行

う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等
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を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市

が認める者

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例）

第16条 略 第16条 略

２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 ２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略

(4) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事
業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認

識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有す

るとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応

じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養

素量の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じる

ことができる者として市が適当と認めるもの（家庭的保育事業者が

第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所（第23条第２項に規定
する家庭的保育者の居宅に限る。附則第２条第２項において同じ。）

において家庭的保育事業を行う場合に限る。）

附 則 附 則

（食事の提供の経過措置） （食事の提供の経過措置）

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日におい

て現に存する法第39条第１項に規定する業務を目的とする施設又は事
業を行う者（次項において「施設等」という。）が、施行日以後に家

庭的保育事業等の認可を得た場合においては、施行日から起算して５

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日におい

て現に存する法第39条第１項に規定する業務を目的とする施設又は事
業を行う者 が、施行日以後に家

庭的保育事業等の認可を得た場合においては、施行日から起算して５
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年を経過する日までの間は、第15条、第22条第４号（調理設備に係る
部分に限る。）、第23条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、
第28条第１号（調理設備に係る部分に限る。）（第32条及び第48条に
おいて準用する場合を含む。）及び第４号（調理設備に係る部分に限

る。）（第32条及び第48条において準用する場合を含む。）、第29条
第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第31条第１項本文（調理
員に係る部分に限る。）、第33条第１号（調理設備に係る部分に限る。）
及び第４号（調理設備に係る部分に限る。）、第34条第１項本文（調
理員に係る部分に限る。）、第43条第１号（調理室に係る部分に限る。）
及び第５号（調理室に係る部分に限る。）、第44条第１項本文（調理
員に係る部分に限る。）並びに第47条第１項本文（調理員に係る部分
に限る。）の規定は、適用しないことができる。

年を経過する日までの間は、第15条、第22条第４号（調理設備に係る
部分に限る。）、第23条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、
第28条第１号（調理設備に係る部分に限る。）（第32条及び第48条に
おいて準用する場合を含む。）及び第４号（調理設備に係る部分に限

る。）（第32条及び第48条において準用する場合を含む。）、第29条
第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第31条第１項本文（調理
員に係る部分に限る。）、第33条第１号（調理設備に係る部分に限る。）
及び第４号（調理設備に係る部分に限る。）、第34条第１項本文（調
理員に係る部分に限る。）、第43条第１号（調理室に係る部分に限る。）
及び第５号（調理室に係る部分に限る。）、第44条第１項本文（調理
員に係る部分に限る。）並びに第47条第１項本文（調理員に係る部分
に限る。）の規定は、適用しないことができる。

２ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業（第22条に規
定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。）

の認可を得た施設等については、施行日から起算して10年を経過する
日までの間は、第15条、第22条第４号（調理設備に係る部分に限る。）
及び第23条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定は、適用
しないことができる。この場合において、当該施設等は、第３条第１

項に規定する利用乳幼児への食事の提供を同項に規定する家庭的保育

事業所等内で調理する方法（第10条の規定により、当該家庭的保育事
業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理

施設において調理する方法を含む。）により行うために必要な体制を

確保するよう努めなければならない。
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瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

１．改正の概要 

  当条例については、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

１号）」に従い、又は参酌し、定めたものであるが、地方分権改革に関する提案募集により提案があっ

た内容を受け、この基準が改正された（平成３０年４月２７日施行）ことから、当条例についても所

要の改正を行うもの。

２．改正内容 

 ①家庭的保育施設等の連携施設について（市条例第６条関係） 

   家庭的保育事業者等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育

事業）が代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気等により保育を提供することができない場合

に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育）の提供のために確保しなければならない連

携施設について、その確保が著しく困難である場合は、保育所、幼稚園又は認定こども園以外の保

育施設から確保することを可能とする。

②食事の提供の特例による外部搬入施設について（市条例第１６条第２項関係） 

  家庭的保育者の居宅で保育を提供する家庭的保育事業者について、保育所等から調理業務を受託

しており、市が適当と認める事業者からの食事の外部搬入を可能とする。

③家庭的保育事業者の自園調理に関する経過措置について（附則第２条第２項関係） 

  家庭的保育者の居宅で保育を提供する家庭的保育事業者について、自園調理により行うために必

要な体制を確保するという努力義務を課しつつ、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置

期間を当条例の施行日（平成２７年４月１日）から「１０年」とする。
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